
 　　　令　和　２　年　度

仕              様              書

業  務 名 称
　

篠路破砕工場付帯施設管理棟空調設備整備業務

札幌市環境局環境事業部白石清掃工場



仕 様 書 
 Ⅰ 委託業務の概要 
 
     １ 業務名称 
         篠路破砕工場付帯施設管理棟空調設備整備業務 
 
     ２ 業務内容 
         本委託業務は、篠路破砕工場付帯施設管理棟の空調機（マルチ）は２系統により冷暖房を完

備している。このうち１系統の室外機が故障したため、これを交換し、整備するものである。 
 
     ３ 履行期限 

契約の日から令和２年１０月３０日まで 
 
   ４ 履行場所 

札幌市北区篠路町福移１５３ 
     篠路破砕工場付帯施設（旧篠路清掃工場） 
 
     ５ 対象設備 
         名  称：パッケージエアコン（マルチタイプ）室外機 
     暖房能力：９５．０ｋＷ 
     冷房能力：８５．０ｋＷ 
     電  源：３φ×２００Ｖ×３１．３ｋＷ 
 
     ６ 業務範囲 
       本業務仕様書内訳書及び図面のとおり。 
 
 Ⅱ 一般事項 
 
     １ 提出書類 

(1) 業務着手時に提出するもの 
ア 業務着手届     １部 
  ※着手届けの余白部分に労働基準監督署からの「労働保険関係成立の証」受領印がある 

こと。なお、上記保険成立印取得に時間を要する場合は、「労働者災害補償保険関係
成立証明書」を後日提出することも認めるが、その間現場での実作業は行えない。 

イ 業務責任者指定通知書   １部 
ウ 業務責任者経歴書    １部 
エ 受託者との雇用関係を証明する書類等 １部 
オ 業務日程表     １部 

(2) 現場作業前に提出するもの 
       ア 施工計画書                   １部 

イ 安全管理体制表    １部 
(3) 業務完了時に提出するもの 

ア 整備報告書（写真含む）   １部 
※各整備の整備前、整備中、整備後を撮影すること。 

   イ フロン回収証明書    １部 
   ウ フロン充填証明書    １部 
   エ 完了届     １部 

 
２ 適用法令 
(1) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「電気事業法」「労働安全衛生法」等の関係法令 

に基づいて業務を行うこと。 
(2) その他適用法令及び適用規格 

業務の履行にあたり、下記の関連法令及び規格を遵守すること。 
ア 日本工業規格 
イ 内線規程 
ウ 消防法 
エ 建築基準法 
オ 建設業法 



カ その他関連法令、規格 
 

３ 業務条件 
(1) 点検業務 

業務の実施時間帯は原則として下記のとおりとする。実施日は施設管理担当者と協議の上決
定する。 
・8時30分～17時00分 

休日（土・日曜日及び祝日）に業務を行う場合、または上記時間帯を超過する場合は施設管
理担当者と協議すること。 
点検の結果、対象設備に受託者の責に起因する修繕及び改修の必要が発生した場合は、これ
に要する経費は全て受託者の負担とし、当該修繕及び改修内容は予め施設管理担当者の承諾
を得ること。 

(2) 施設内入退出について 
   施設内への入退出場所・方法・時間については、施設管理担当者と調整し、承諾を受けるこ

と。 
 

４ 業務担当者 
次のような資格者による作業が必要な場合、関係法令等に従い、適切に有資格者を配置すること。

なお、資格者は重複しても差し支えないものとする。 

ア 電気主任技術者 

イ 電気工事士 

ウ ボイラ技師 

エ 建築物環境衛生管理技術者 

オ 圧力容器取扱作業主任者 

カ 非破壊検査資格 

キ ボイラ溶接士 

ク 酸素欠乏危険作業主任者 

ケ 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 

コ その他関連法令等上で必要となる資格 
 

５ 安全衛生管理 
    業務責任者は、業務担当者の労働安全衛生に関する安全教育に努め、関係法令に従い作業環境 

を良好な状態に保つことに留意し、特に換気、騒音防止、照明の確保等に心掛けること。 
 
   ６ 復旧 
    他の設備及び既存物件の損傷、汚染防止に努め、万一損傷又は汚染が生じた場合は、速やかに 

施設管理担当者へ報告するとともに、受託者の責任において現状復旧すること。 
 
   ７ 喫煙の禁止 
    喫煙は、工場敷地内（車両内含む）において禁止する。 
 
Ⅲ 特記事項 

 
１ 受託者の負担の範囲 

受託者の負担の範囲は次による。  

(1) 業務の実施に必要な車両に係る経費 

(2) 業務の実施に必要な部品、材料、油脂等  

(3) フロン回収・処理・充填に係る経費 

(3) 文具等の事務消耗品 

(4) 日誌及び報告書の用紙、記録ファイル 
 

２ 完了確認 
受託者は、各設備・機器の整備終了後、以下の（1）（2）の検査、並びに（3）の合格条件を満た 

していることの確認を受けること。 

(1) 整備報告書等に基づく検査 

(2) 試運転検査 

(3) 合格条件 

ア 前述の検査において不具合、不良箇所が発見されない場合。 

イ 前述の検査において不具合が発見された場合、直ちに原因の調査、報告を行い、補修方法



等について協議するものとし、 

        (ｱ) その原因が受託者の責に帰するものである場合は、受託者の責任により復旧し、再度、

前号と同様の検査方法により不具合が発見されない場合。 

(ｲ) その原因が受託者の責に帰するものでない場合。 
 

３ 環境負荷の低減 
(1) 本業務の履行においては、委託者である札幌市の環境マネジメントシステムに準じ、環境

負荷の低減に努めること。 
(2) 自動車等を使用する場合は、出来るだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングス 

トップの実施などを心がけること。 
(3) 本業務の履行において使用する物品・材料等は環境に配慮したものを使用すること。 
(4) 業務に伴い排出される廃棄物は、極力、減量、リサイクルすること。 

 
４ その他 

(1) 業務にあたって受託者は、事前に業務内容を施設管理担当者と調整し承諾を得ること。 
(2) 作業の実施に伴い発生した廃金属は廃金属置場まで運搬すること。 
(3) 本仕様書に明記のない事項については、施設管理担当者と協議して決定する。 
(4) 疑義が発生した場合についても、前号と同様とする。 



業務名称

№ 規　格　・　仕　様 単位

1 1 式

2 1 式

消費税率　10％ 1　 式

内　　訳　　書

篠路破砕工場付帯施設管理棟空調設備整備業務

名　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　　　額

直接業務費

諸経費

消費税等相当額

小　　　　　計

合計金額

1 / 3



業務名称

№ 規　格　・　仕　様 単位

1
日立　室外機
RAS-AP775SSR 三相200V
相当品

1 組

2 亜鉛メッキ鋼板製（塗装） 1 組

3 MRF-NP335S 2 組

4 1 台

5 1 式

6
φ31.75　被覆銅管
保温厚さ20mm以上 4.0 m

7
φ28.58　被覆銅管
保温厚さ20mm以上 4.0 m

8
φ25.4　被覆銅管
保温厚さ20mm以上 4.0 m

9
φ19.05　被覆銅管
保温厚さ10mm以上 2.0 m

10
φ12.7　被覆銅管
保温厚さ10mm以上 4.0 m

11 SD140・100　継手共 1 式

12 1 式

13
被覆銅管(φ31.75、φ
19.05)
配管化粧カバー含む

1 式

14 既設配線接続替え 1 式

15 1 式

16 R410A　25kg 1 式

内　　訳　　書

篠路破砕工場付帯施設管理棟空調設備整備業務

名　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　　　額

施工費

室外機据付費

冷媒配管改修

冷媒配管改修

冷媒配管改修

冷媒配管改修

直接業務費

部品費

空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

防雪フード

リニューアルキット

室外機架台

冷媒ガス補充費

小計 次頁に続く

冷媒配管改修

配管用化粧カバー

室外機撤去費

配管撤去費

電気・操作回路電気改
修

耐圧・真空引き作業費

2 / 3



業務名称

№ 規　格　・　仕　様 単位

17 1 式

18 R410A　43kg 1 式

19 25t吊り 1 式

20 廃金属置場へ 1 式

内　　訳　　書

試運転調整費

既設システム冷媒ガス
回収及び破壊処理費

クレーン車使用料

場内運搬費

篠路破砕工場付帯施設管理棟空調設備整備業務

名　　　　　　称 数　　量 単　　価 金　　　　額

前頁の続き

小計

3 / 3


